
令和2年（2020年）5月9日（土）　埼玉県議会だよりNo．１６１

88
●この広報紙は、点字版とデイジー版（音声のみ）も発行しています。
　ご希望の方は、県議会事務局政策調査課広報担当（TEL.048-830-6257）にご連絡ください。

２月定例会の主な議員提案条例

委員会名 正副委員長 委員

議会運営委員会 定数 17
◎ 須賀　敬史 ( 自民 ) 江原久美子 ( 県 民 ) 飯塚　俊彦 ( 自 民 ) 安藤　友貴 ( 公 明 ) 井上　将勝 ( 民主フォーラム ) 秋山　文和 ( 共 産 党 )
○ 細田　善則 ( 自民 ) 井上　　航 ( 県 民 ) 萩原　一寿 ( 公 明 ) 齊藤　邦明 ( 自 民 ) 中屋敷慎一 ( 自 民 ) 木下　高志 ( 自 民 )
○ 石川　忠義 ( 県民 ) 木村　勇夫 ( 民主フォーラム ) 神尾　髙善 ( 自 民 ) 小林　哲也 ( 自 民 ) 小谷野五雄 ( 自 民 )

常任委員会

企画財政委員会 定数 12
◎ 吉良　英敏 ( 自民 ) 高橋　稔裕 ( 無 所 属 ) 松井　　弘 ( 自 民 ) 白根　大輔 ( 民主フォーラム ) 並木　正年 ( 県 民 ) 井上　将勝 ( 民主フォーラム )
○ 杉島理一郎 ( 自民 ) 鈴木　正人 ( 県 民 ) 新井　一徳 ( 自 民 ) 蒲生　徳明 ( 公 明 ) 田村　琢実 ( 自 民 ) 長峰　宏芳 ( 自 民 )

総務県民生活委員会 定数 12
◎ 藤井　健志 ( 自民 ) 山口　京子 ( 自 民 ) 町田　皇介 ( 民主フォーラム ) 江原久美子 ( 県 民 ) 前原かづえ ( 共 産 党 ) 新井　　豪 ( 自 民 )
○ 岡田　静佳 ( 自民 ) 齊藤　邦明 ( 自 民 ) 梅澤　佳一 ( 自 民 ) 木村　勇夫 ( 民主フォーラム ) 本木　　 ( 自 民 ) 石渡　　豊 ( 公 明 )

環境農林委員会 定数 11
◎ 内沼　博史 ( 自民 ) 金野　桃子 ( 県 民 ) 千葉　達也 ( 自 民 ) 石川　忠義 ( 県 民 ) 秋山　文和 ( 共 産 党 ) 岡地　　優 ( 自 民 )
○ 権守　幸男 ( 公明 ) 小川真一郎 ( 自 民 ) 諸井　真英 ( 自 民 ) 山本　正乃 ( 民主フォーラム ) 小島　信昭 ( 自 民 )

福祉保健医療委員会 定数 12
◎ 美田　宗亮 ( 自民 ) 岡村ゆり子 ( 県 民 ) 深谷　顕史 ( 公 明 ) 秋山　もえ ( 共 産 党 ) 宮﨑　吾一 ( 自 民 ) 東間亜由子 ( 民主フォーラム )
○ 横川　雅也 ( 自民 ) 井上　　航 ( 県 民 ) 日下部伸三 ( 自 民 ) 髙木　真理 ( 民主フォーラム ) 高橋　政雄 ( 自 民 ) 小谷野五雄 ( 自 民 )

産業労働企業委員会 定数 12
◎ 松澤　　正 ( 自民 ) 渡辺　　大 ( 自 民 ) 杉田　茂実 ( 県 民 ) 守屋　裕子 ( 共 産 党 ) 松坂　喜浩 ( 県 民 ) 山根　史子 ( 民主フォーラム )
○ 永瀬　秀樹 ( 自民 ) 水村　篤弘 ( 民主フォーラム ) 木下　高志 ( 自 民 ) 須賀　敬史 ( 自 民 ) 塩野　正行 ( 公 明 ) 齊藤　正明 ( 自 民 )

県土都市整備委員会 定数 12
◎ 浅井　　明 ( 自民 ) 中川　　浩 ( 改 革 ) 関根　信明 ( 自 民 ) 橋詰　昌児 ( 公 明 ) 醍醐　　清 ( 県 民 ) 白土　幸仁 ( 自 民 )
○ 安藤　友貴 ( 公明 ) 中野　英幸 ( 自 民 ) 細田　善則 ( 自 民 ) 岩﨑　　宏 ( 自 民 ) 小林　哲也 ( 自 民 ) 田並　尚明 ( 民主フォーラム )

文教委員会 定数 11
◎ 木下　博信 ( 自民 ) 平松　大佑 ( 県 民 ) 柿沼　貴志 ( 県 民 ) 髙木　功介 ( 自 民 ) 荒木　裕介 ( 自 民 ) 武内　政文 ( 自 民 )
○ 宇田川幸夫 ( 自民 ) 中屋敷慎一 ( 自 民 ) 柳下　礼子 ( 共 産 党 ) 西山　淳次 ( 公 明 ) 浅野目義英 ( 民主フォーラム )

警察危機管理防災委員会 定数 11
◎ 飯塚　俊彦 ( 自民 ) 逢澤圭一郎 ( 自 民 ) 八子　朋弘 ( 県 民 ) 辻　　浩司 ( 民主フォーラム ) 岡　　重夫 ( 県 民 ) 小久保憲一 ( 自 民 )
○ 萩原　一寿 ( 公明 ) 立石　泰広 ( 自 民 ) 村岡　正嗣 ( 共 産 党 ) 神尾　髙善 ( 自 民 ) 宮崎栄治郎 ( 自 民 )

特別委員会

自然再生・循環社会対策
特別委員会

定数 13
◎
○

武内　政文
横川　雅也

( 自民 )
( 自民 )

松井　　弘 ( 自 民 ) 深谷　顕史 ( 公 明 ) 中川　　浩 ( 改 革 ) 関根　信明 ( 自 民 ) 永瀬　秀樹 ( 自 民 )
井上　　航 ( 県 民 ) 岡　　重夫 ( 県 民 ) 髙木　真理 ( 民主フォーラム ) 神尾　髙善 ( 自 民 ) 本木　　 ( 自 民 )
西山　淳次 ( 公 明 )

地方創生 ･ 行財政改革
特別委員会

定数 13
◎
○

新井　　豪
細田　善則

( 自民 )
( 自民 )

金野　桃子 ( 県 民 ) 平松　大佑 ( 県 民 ) 宮﨑　吾一 ( 自 民 ) 木下　博信 ( 自 民 ) 辻　　浩司 ( 民主フォーラム )
安藤　友貴 ( 公 明 ) 立石　泰広 ( 自 民 ) 村岡　正嗣 ( 共 産 党 ) 木村　勇夫 ( 民主フォーラム ) 岩﨑　　宏 ( 自 民 )
齊藤　正明 ( 自 民 )

公社事業対策特別委員会 定数 13
◎
○

齊藤　邦明
杉島理一郎

( 自民 )
( 自民 )

柿沼　貴志 ( 県 民 ) 逢澤圭一郎 ( 自 民 ) 白根　大輔 ( 民主フォーラム ) 杉田　茂実 ( 県 民 ) 飯塚　俊彦 ( 自 民 )
秋山　文和 ( 共 産 党 ) 荒木　裕介 ( 自 民 ) 萩原　一寿 ( 公 明 ) 山本　正乃 ( 民主フォーラム ) 高橋　政雄 ( 自 民 )
小島　信昭 ( 自 民 )

少子 ･ 高齢福祉社会対策
特別委員会

定数 13
◎
○

日下部伸三
吉良　英敏

( 自民 )
( 自民 )

渡辺　　大 ( 自 民 ) 東間亜由子 ( 民主フォーラム ) 守屋　裕子 ( 共 産 党 ) 松坂　喜浩 ( 県 民 ) 並木　正年 ( 県 民 )
岡田　静佳 ( 自 民 ) 山根　史子 ( 民主フォーラム ) 木下　高志 ( 自 民 ) 須賀　敬史 ( 自 民 ) 塩野　正行 ( 公 明 )
長峰　宏芳 ( 自 民 )

経済・雇用対策
特別委員会

定数 13
◎
○

岡地　　優
美田　宗亮

( 自民 )
( 自民 )

千葉　達也 ( 自 民 ) 秋山　もえ ( 共 産 党 ) 江原久美子 ( 県 民 ) 藤井　健志 ( 自 民 ) 石川　忠義 ( 県 民 )
井上　将勝 ( 民主フォーラム ) 権守　幸男 ( 公 明 ) 新井　一徳 ( 自 民 ) 梅澤　佳一 ( 自 民 ) 宮崎栄治郎 ( 自 民 )
田並　尚明 ( 民主フォーラム )

危機管理・大規模災害
対策特別委員会

定数 13
◎
○

白土　幸仁
蒲生　徳明

( 自民 )
( 公明 )

高橋　稔裕 ( 無 所 属 ) 髙木　功介 ( 自 民 ) 松澤　　正 ( 自 民 ) 橋詰　昌児 ( 公 明 ) 内沼　博史 ( 自 民 )
醍醐　　清 ( 県 民 ) 水村　篤弘 ( 民主フォーラム ) 鈴木　正人 ( 県 民 ) 中屋敷慎一 ( 自 民 ) 柳下　礼子 ( 共 産 党 )
小林　哲也 ( 自 民 )

人材育成・文化・スポーツ
振興特別委員会

定数 13
◎
○

小川真一郎
宇田川幸夫

( 自民 )
( 自民 )

岡村ゆり子 ( 県 民 ) 山口　京子 ( 自 民 ) 町田　皇介 ( 民主フォーラム ) 八子　朋弘 ( 県 民 ) 浅井　　明 ( 自 民 )
前原かづえ ( 共 産 党 ) 中野　英幸 ( 自 民 ) 諸井　真英 ( 自 民 ) 小谷野五雄 ( 自 民 ) 石渡　　豊 ( 公 明 )
浅野目義英 ( 民主フォーラム )

図書室委員会 定数 14
◎
○

岡田　静佳
松澤　　正

( 自民 )
( 自民 )

逢澤圭一郎 ( 自 民 ) 松井　　弘 ( 自 民 ) 秋山　もえ ( 共 産 党 ) 辻　　浩司 ( 民主フォーラム ) 石川　忠義 ( 県 民 )
山根　史子 ( 民主フォーラム ) 井上　　航 ( 県 民 ) 新井　　豪 ( 自 民 ) 権守　幸男 ( 公 明 ) 新井　一徳 ( 自 民 )
梅澤　佳一 ( 自 民 ) 小島　信昭 ( 自 民 )

※◎は委員長、〇は副委員長です。　　　令和２年３月28日現在新たな委員会構成

政務活動費のインターネット公開を決定
県議会議員の調査研究などの活動に必要な経費の一部として、政務活動費が会派に

交付されています。政務活動費のインターネット公開の実施に向けて、各会派が集ま
り議論を進めてきましたが、検討結果を令和２年2月13日に神尾議長に報告しました。

この報告を踏まえ、「埼玉県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」
（施行：令和２年４月１日）が議員提出され、全会一致で可決し、政務活動費のインタ
ーネット公開が決定しました。

お問い合わせ【公開対象年度】
　令和２年度の
　交付分から

【公開開始時期】
令和３年度から

県議会事務局
総務課経理担当
TEL：048-830-6217
FAX：048-830-4921

報告の様子

「埼玉県ケアラー支援条例」を可決
本県は、後期高齢者人口が全国一のスピードで増加していくことが見込

まれるとともに、核家族世帯の割合も高い状況です。また、高齢者だけでな
くさまざまな現場で、介護や看護をする人、いわゆる「ケアラー」の負担
が大きな問題となっています。

そこで、ケアラー支援に関して県の責務などを明らかにし、基本的事
項を定めることで、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進
し、すべてのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会の実
現を目的とした本条例案が議員提出され、全会一致で可決されました。
 （施行：令和２年３月31日）

■推進計画■県の責務、県民などの主な役割

●県の責務
・ ケアラー支援に関する施策の実施など

●県民の役割
・ ケアラー支援の必要性の理解と県および

市町村が実施する施策への協力

●関係機関の役割
・ 日常的にケアラーに関わる可能性の認識

と支援の必要性の把握など

● 県はケアラー支援に関
する推進計画を策定

● 計画にはケアラー支援
の基本方針や具体的施
策を定める

「埼玉県受動喫煙防止条例」を可決
望まない受動喫煙を防止するため、健康増進法が改正され、令和

２年４月から全面施行されることとなりました。しかし、既存の経
営規模の小さな飲食店は店全体を喫煙場所にできるなど、対策が十分とは言えません。

そこで、受動喫煙の防止に関して県の責務などを明らかにするとともに、県民が受
動喫煙を避けることができる環境を整備することにより、望まない受動喫煙を生じさ
せることのない社会の実現を目的とした本条例案が議員提出され、全会一致で可決さ
れました。 （施行：令和３年４月１日）

■喫煙可能室の設置の禁止について■県などの責務
既存の経営規模の小さな飲食店では、喫煙可能室を設置する

ことができません。ただし、以下の要件に該当する場合は、設
置することができます。

●県の責務
・ 受動喫煙の防止

などに関する総
合的な施策の策
定および実施

●県民の責務
・ 他人に受動喫煙

させないことな
ど

●保護者の責務
・ 監護に係る未成

年者に対する受
動喫煙の防止

◎従業員を雇用していない場合
◎ 従業員を雇用しているときは、以下の区分に応じて、それ

ぞれから承諾を得た場合

喫煙可能室を新設する場合

喫煙可能室の設置後、
従業員を新たに雇用する場合

一定の時期に報告を行う場合

全従業員から

当該従業員から

全従業員から


